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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月10日(2020.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線超音波プローブを、ラジオ部を有するモバイル超音波システムとペアリングさせる
ための方法であって、
　ラジオ部を有するモバイル超音波システムから所定の範囲内で、ラジオ部を有する無線
超音波プローブを位置特定するステップと、
　前記無線超音波プローブが前記所定の範囲内に存在することを前記モバイル超音波シス
テムにて決定するステップと、
　前記無線超音波プローブが前記所定の範囲内に存在すると決定された場合、及び、前記
モバイル超音波システムが別の無線超音波プローブと通信状態にないと決定された場合、
前記無線超音波プローブ及び前記モバイル超音波システムが相互に通信状態になるように
これらをペアリングするステップと、を有する、
　方法。
【請求項２】
　前記所定の範囲は、１メートルを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記所定の範囲は、前記モバイル超音波システムのラジオ部のアンテナから１メートル
の距離である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記モバイル超音波システムのラジオ部及び前記無線超音波プローブのラジオ部は、共
に超広帯域送受信機である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記モバイル超音波システムのラジオ部及び前記無線超音波プローブのラジオ部は、共
にＷｉＦｉ（登録商標）（８０２．１１）規格送受信機である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記無線超音波プローブが前記所定の範囲内に存在するかどうかを決定する前記ステッ
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プは、前記無線超音波プローブからの無線信号を前記モバイル超音波システムのラジオ部
で受信し、受信信号の強度を示す信号を生成するステップをさらに含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項７】
　前記信号を生成するステップは、前記モバイル超音波システムのラジオ部により受信信
号強度インジケーション信号を生成するステップをさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記無線超音波プローブが前記所定の範囲内に存在するかどうかを決定する前記ステッ
プは、前記受信信号の前記強度を示す前記信号をしきい値電圧と比較するステップをさら
に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記しきい値電圧は、前記無線超音波プローブが前記モバイル超音波システムから所定
の範囲に位置する場合の前記受信信号の前記強度を示す前記信号に等しい、請求項８に記
載の方法。
【請求項１０】
　ユーザが同意の下で終了させるか、
　前記無線超音波プローブがオフに切り替えられるか、
　前記無線超音波プローブが一定の期間にわたり前記モバイル超音波システムの範囲外に
位置したか、又は
　リンクを介した新たなデータの通信がプリセットされた期間にわたり休止状態になるま
で、
　前記ペアリングにより確立された通信リンクを維持するステップをさらに有する、請求
項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ペアリングされた前記無線超音波プローブ及び前記モバイル超音波システムを用いて超
音波検査を実施するステップと、
　前記超音波検査を一時停止するステップと、
　前記超音波検査を一時停止するステップの最中に前記ペアリングされた通信を維持する
ように前記モバイル超音波システムのユーザ制御を作動させるステップとをさらに有する
、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記無線超音波プローブは、ラジオ部を各々有する複数の無線超音波プローブの中の１
つであり、
　前記位置特定するステップは、前記モバイル超音波システムの前記所定の範囲内におい
て、前記複数の無線超音波プローブを位置特定するステップを含み、
　前記決定するステップは、前記無線超音波プローブの各々が前記所定の範囲内に存在す
ることを前記モバイル超音波システムにて決定するステップを含み、前記方法は、さらに
、
　前記無線超音波プローブの各々から固有の識別子信号を前記モバイル超音波システムの
ラジオ部で受信するステップと、
　前記固有の識別子信号に対応する前記無線超音波プローブの識別を前記モバイル超音波
システムのディスプレイ上に表示するステップと、
を有し、
　特定の無線超音波プローブと前記モバイル超音波システムとの前記ペアリングは、前記
特定の無線超音波プローブの表示された前記識別を選択することを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記表示するステップは、前記無線超音波プローブから受信した信号の強度の順で前記
無線超音波プローブの前記識別を表示するステップをさらに含む、請求項１２に記載の方
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法。
【請求項１４】
　前記表示するステップは、前記モバイル超音波システムから所定距離の範囲内にある場
合にのみ前記無線超音波プローブの前記識別を表示することを含み、
　前記ペアリングするステップは、表示された前記無線超音波プローブを前記ペアリング
のために選択することをさらに含む、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　ユーザが同意の下で終了させるか、
　前記特定の無線超音波プローブがオフに切り替えられるか、
　前記特定の無線超音波プローブが長期間にわたり前記モバイル超音波システムの範囲外
に位置したか、又は
　リンクを介した新たなデータの通信がプリセットされた期間にわたり休止状態になるま
で、
　前記ペアリングにより確立された通信リンクを維持するステップをさらに有する、請求
項１２に記載の方法。
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